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２．公募する事業の対象 

 

本補助金の対象は、（１）に適合する（２）の事業とします。 

 

（１）対象事業の基本的要件 

ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること 

イ 提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき

示されていること 

ウ 本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金（負担金、利

子補給金並びに適正化法第２条第４項第１号に規定する給付金及び同項第２号に掲

げる資金を含む。）を受けていないこと。（固定価格買取制度による売電は行わない

ものであることを含む。） 

エ 別紙１に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。 

 

（２）対象事業 

   ア  事業の目的  

地球環境の保全を図るとともに、資源の有効利用及び生活環境の保全に資するた

め、使用済製品等のリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出の

抑制及び再生資源の回収効率の向上を図るための省CO2型リサイクル高度化設備を

導入することが必要となっています。  

こうした省CO2型リサイクル高度化設備を導入することによって、エネルギー起源

二酸化炭素の排出削減を推進できることから、本事業の実施によりその普及促進を

図るものです。  

 

イ 対象事業の要件 

対象とする事業は、日本国内の事業所において設備を設置する以下のいずれかの

事業であること。  

①  複数樹脂同時選別設備導入事業 

使用済製品のリサイクル工程における複数樹脂同時選別のための光学選別設

備を導入する事業であること。 

※「複数樹脂同時選別」とは、複数の樹脂及びその他異物の混合物を対象とし

て、１つの設備を用いて、樹脂種類の特定並びに圧縮空気等を用いた２種類以

上の樹脂及び残さの計 3種類以上への選別を自動的に行うことをいう。 

 

②  非鉄金属高度破砕・選別設備導入事業 

使用済製品のリサイクル工程におけるアルミ、銅等の非鉄金属高度破砕・選

別のための設備を導入する事業であること。 

※「非鉄金属高度破砕・選別」とは、たとえば、素材の分離・選別性を向上さ

せる高効率な破砕や、X 線等を用いた含有元素等に応じた合金選別、複数セン

サーを組み合わせた高効率選別など、先進的な技術を用いて従来の破砕・選別

よりも回収される素材の量又は質を向上させる破砕・選別をいう。 
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③  店頭設置型圧縮・破砕設備導入事業 

食品小売業等におけるペットボトル回収及び高度なリサイクルのために店頭

設置型圧縮・破砕設備を導入する事業であること。 

※「店頭設置型圧縮・破砕設備」とは、食品小売業等の店頭に設置され、一般

市民によりペットボトルが直接投入される設備であり、色、形状等のペットボ

トルの特徴から、ペットボトルかどうかを識別し、圧縮又は破砕により減容化

を自動的に行う設備をいう。 

 

※ 「省 CO2型リサイクル高度化設備」とは、①の光学選別設備、②の高度破砕・選

別のための設備、③の店頭設置型圧縮・破砕設備をいう。 

※ 上記に該当する設備であっても、実用化に至っていないと判断される技術につい

ては対象外とする。 

 

ウ 補助事業者 

補助金の応募申請をできる者は、次に掲げる者とします。 

ただし、一般廃棄物処理又は産業廃棄物処理を行うために必要な設備導入事業

を応募される場合であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法

律第１３７号）に基づく業及び施設設置の許可が必要な場合にはその許可を得て

いる者、若しくは補助事業開始前までに許可を得る予定の者に限ります。 

① 民間企業 

② 独立行政法人通則法(平成１１年法律第１０３号)第２条第１項に規定する独

立行政法人 

③ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 

④ 法律により直接設立された法人 

⑤ その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者 

エ 共同実施 

他の事業者と共同で補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべて

の事業者が「ウ」の「補助事業者」に該当することが必要となります。また、補

助事業に参画するすべての事業者のうちの１名が本補助金の応募等を行い、交付

の対象者となる代表の事業者（以下「代表事業者」という。）とし、他の事業者を

共同事業者とします。なお、代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、

かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。また、代表事業者及び

共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採

択された後は変更することができません。 

（ア）リース 

リースを活用する場合は、対象設備を保有するリース事業者を代表事業者とし、

対象設備を利用する事業者を共同申請者とした共同申請とし、リース契約につい

ては、次に掲げる要件のすべてを満たすものに限ります。 
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